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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なる層を含有する複合フィルム構造体であって、
　（ａ）　６００オングストローム以下の厚さを有し、かつ０．８立方センチメートル／
平方メートル・日・ａｔｍ以下の酸素透過度（ＯＴＲ）を有する第１の無機層；
　（ｂ）　６００オングストローム以下の厚さを有し、かつ０．８立方センチメートル／
平方メートル・日・ａｔｍ以下の酸素透過度（ＯＴＲ）を有する第２の無機層；および
　（ｃ）　１．５立方センチメートル×２５ミクロン／平方メートル・日・ａｔｍ以下の
酸素浸透係数（ＯＰＶ）を有するポリマーバリア層、
を含む複合フィルム構造体であり、
　前記ポリマーバリア層（ｃ）は前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層の少なくとも
一方と接触しているか、または実質的に接触しており、前記第１（ａ）および第２（ｂ）
の無機層は中間の接着剤層によって互いに隔てられ、該複合フィルム構造体の酸素透過度
（ＯＴＲ）は０．０１２立方センチメートル／平方メートル・日・ａｔｍ以下であり、前
記酸素透過度（ＯＴＲ）および酸素浸透係数（ＯＰＶ）は、ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５－８１
に従って、２３℃の温度および５０％の相対湿度において、１００％の酸素を７６０ｍｍ
Ｈｇ（１気圧）のもとで前記フィルムの一方の面で使用し、かつ１００％窒素を７６０ｍ
ｍＨｇ（１気圧）のもとで前記フィルムの反対側の面で使用して測定されたものであるこ
とを特徴とする複合フィルム構造体。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
本発明は、フィルム構造体の末端への低熱移動および低酸素透過によって評価される優れ
た対気ガスバリア特性を有する複合フィルム構造体を対象とする。この複合材は、冷蔵庫
、オーブンおよび輸送用容器の真空断熱パネルの商業的製造に特に好適である。
【０００２】
真空断熱パネルの組み立てにおいて、高真空は断熱性を著しく改善し、金属箔の使用は大
気ガスの透過に対する優れたバリアをもたらすことはよく知られている。しかし、断熱性
複合フィルムにおける金属箔の使用は、より大きな重量、より厚いフィルム、およびフィ
ルムの表面に沿った望ましくない熱伝導などの特性上の見返りが付随する。したがって、
フィルム複合材において金属箔を置き換えられてもなお、大気ガスに対する許容レベルの
浸透性が保持されている複合フィルム構造体が望まれている。さらに、複合フィルム構造
体における金属箔を、割れに対して抵抗性のあるより可撓性の構成要素と置き換えること
によって、信頼性のある自動化製造を好適に促進することができ、大気ガスに対する同等
な、あるいは改善された非浸透性さえも得ることができる。
【０００３】
本発明は、Ｂｏｗａｔｅｒ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄに譲渡されたＲｅｖｅ
ｌｌの英国特許ＧＢ第２２１０８９９号の改良である。この特許は、ガス、水分および光
に対して低い浸透性を有する金属化処理されたプラスチックフィルム複合材であって、少
なくとも一方の面が金属化処理され、そして金属表面は１０ミクロン未満の厚さの実質的
に連続した薄いプラスチックコーティングで上塗りされ、そしてコーティング面が再度金
属化処理された熱可塑性フィルムを含む金属化処理されたプラスチックフィルム複合材を
開示している。好ましい金属は真空蒸着されたアルミニウムであり、プラスチックコーテ
ィングは、ポリエステル、ニトロセルロース、アクリル、塩化ビニルまたはポリ塩化ビニ
リデンなどの樹脂をベースとする熱可塑性ラッカーまたはインクを含み、溶媒型のポリエ
ステルラッカーが好ましい。しかし、Ｒｅｖｅｌｌの教示は、本発明の複合フィルムと匹
敵し得るほどのバリア特性を有する複合フィルムを提供していない。
【０００４】
Ｒｅｖｅｌｌは、さらに、Ｂｏｗａｔｅｒ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄにこれ
もまた譲渡された米国特許第５，０２１，２９８号において、平滑な薄いポリマー層に加
えられた単一の真空金属化処理層を使用して、第２の金属化処理層のいかなるものも必要
とすることなく、バリアを改善することを開示している。
【０００５】
Ｒｅｖｅｌｌの両特許の教示は、明らかに、多数の真空蒸着金属層を使用して改善したバ
リア特性を得るかわりに、平滑な表面を有するポリマー基材に堆積させた真空金属化層を
使用してバリア特性を改善することに関するものである。
【０００６】
下記の先行技術は、一般的には、空気に対するバリア特性、特に酸素に対するバリア特性
をもたらす断熱性フィルム複合材に関するものである。
【０００７】
松下電器に譲渡されたＹｏｎｅｎｏらの米国特許第４，５９４，２７９号は、単層または
積層フィルムから作製されたフレーク状パーライト粒子を含有し、アルミニウム蒸着フィ
ルムまたはアルミニウム箔を含有する真空充填した柔軟な断熱性容器を開示している。こ
の特許は、０．０１Ｋｃａｌ／ｍｈ℃未満の熱伝導を開示している。
【０００８】
Ｕ．Ｓ．Ｐｈｉｌｌｉｐｓに譲渡されたＭｏｒｅｔｔｉの米国特許第４，６６２，５２１
号は、ポリエチレン、アルミニウム箔およびポリエステルの多層積層体から構成された断
熱バッグを開示している。
【０００９】
Ｈｅｌｉｏ　Ｆｏｌｉｏに譲渡されたＥｎｇｅｌｓｂｅｒｇｅｒの米国特許第４，９３７
，１１３号は、７ミクロンの厚さを有するアルミニウムフィルムを含む複数の層を含む支
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持フィルムを含有する真空包装用の多層フィルムを開示している。
【００１０】
Ｗｈｉｒｌｐｏｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎに譲渡されたＣａｒｒらの米国特許第５，
０１８，３２８号は、熱を遮断するために金属箔と結合したガス不浸透性材料の複数の層
を有する真空断熱パネル構造体を開示している。箔がパネル構造体の一方の面で使用され
、そしてガス不浸透性材料が、断熱を得るために反対側の面で使用されている。しかし、
組み立て物の平均バリア特性には、箔の平均バリアレベルおよび非箔材料の低下したバリ
アレベルの両方が含まれるため、この構造物では真空パネルの寿命が非常に短い。
【００１１】
Ｗｈｉｒｌｐｏｏｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎにこれもまた譲渡されたＫｉｒｂｙの米国
特許第５，０９１，２３３号は、金属化処理したプラスチック層または非金属化処理した
プラスチック層および金属箔の層から構成されるバリアフィルムを含む複数の層を含有す
る真空断熱パネルを開示している。この特許は、パネルの表面に沿った熱伝導の重要性を
指摘している。本質的に、熱の遮断は、フィルム複合材において使用されている金属箔に
おける間隔または隙間として形成される。このような熱遮断は、熱い面から冷たい面への
真空パネルの外側面での熱の伝導を妨げ、組み立て物の全体的なバリアレベルを損なう。
【００１２】
Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌに譲渡されたＷａｌｌｅｓの米国特許第３，９９３，８１１号
は、排気された中心部への低大気ガス透過性により改善された断熱特性を有する構造プラ
スチック材から構成される二重壁構造体を有する断熱性パネルを開示している。このパネ
ル材は、最初に金属化処理（０．０００１から０．５ミル（約２．５×１０-6から約０．
０１２５ｍｍ）され、次いでラテックスコーティングによるバリアポリマー（０．００１
から２．５ミル（約２．５×１０-5から約０．００６ｍｍ））が上塗りされた４０から３
００ミル（約１から約７．５ｍｍ）の厚さの厚い構造プラスチックである。好ましいバリ
アポリマーコーティングはポリ塩化ビニリデンコポリマーである。バリアポリマーで金属
を上塗りすることによって、金属化処理構造体＋バリアポリマー層と比較して、バリア性
が極度に増大することが、報告されている。この構造体について開示された最低の酸素透
過度は０．０１３ｃｃ／平方メートル・日・ａｔｍである。
【００１３】
従って、断熱材として作用する能力とともに、酸素の通過に対して優れた特性を有するフ
ィルム複合材が依然として求められている。
【００１４】
（発明の概要）
本発明は、複数の異なる層を含有する複合フィルム構造体であって、
（ａ）　６００オングストローム以下の厚さを有し、かつ０．８立方センチメートル／平
方メートル・日・ａｔｍ以下の酸素透過度（ＯＴＲ）を有する第１の無機層；
（ｂ）　６００オングストローム以下の厚さを有し、かつ０．８立方センチメートル／平
方メートル・日・ａｔｍ以下の酸素透過度（ＯＴＲ）を有する第２の無機層；および
（ｃ）　１．５立方センチメートル×２５ミクロン／平方メートル・日・ａｔｍ以下の酸
素浸透係数（ＯＰＶ）を有するポリマーバリア層、
を含む複合フィルム構造体であって、前記ポリマーバリア層（ｃ）は前記第１（ａ）およ
び第２（ｂ）の無機層の少なくとも一方と接触しているか、または実質的に接触しており
、前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層は中間の接着剤層によって互いに隔てられ、
そして該複合フィルム構造体の酸素透過度（ＯＴＲ）は０．０１２立方センチメートル／
平方メートル・日・ａｔｍ以下であり、この酸素透過度（ＯＴＲ）および酸素浸透係数（
ＯＰＶ）は、ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５－８１に従って、２３℃の温度および５０％の相対湿
度において、１００％の酸素を７６０ｍｍＨｇ（１気圧）のもとで前記フィルムの一方の
面で使用し、かつ１００％窒素を７６０ｍｍＨｇ（１気圧）のもとで前記フィルムの反対
側の面で使用して測定したものである複合フィルム構造体を対象とする。
【００１５】
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（発明の詳細な説明）
本発明は、２つの特定の無機層および１つの特定のポリマーバリア層を含む複合フィルム
構造体に関し、この複合フィルム構造体は、全体的な最終構造体が形成される個々の層の
付加的なバリア特性と比較して、予想外の酸素バリア特性をもたらす。
【００１６】
本明細書中に詳しく記載されている酸素バリアは、ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５－８１（１９８
８年に再承認）に記載されている酸素透過度（ＯＴＲとして示される）として表され、下
記の試験条件下：
温度：２３℃
相対湿度：５０％
７６０ｍｍＨｇ（１気圧）のもとで一方の面における１００％酸素および７６０ｍｍＨｇ
（１気圧）のもとでもう一方の面における１００％窒素において単位時間あたりにプラス
チックフィルムの平行した面の単位面積を通過する酸素ガス量の大きさであり、立方セン
チメートル／平方メートル・日・ａｔｍとして表される。試験手順は、本開示において、
アルミニウムなどの材料を含む無機材料を含むように拡張されている。
【００１７】
ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５－８１はまた、酸素浸透係数（酸素浸透値またはＯＰＶとして示さ
れる）の測定値も提供する。これはフィルムの厚さと浸透性との積であり、立方センチメ
ートル×２５ミクロン／平方メートル・日・ａｔｍで表される。
【００１８】
本開示により、複合フィルム構造体の酸素に対する全体的な予想バリアを、下記の式を使
用して得た：
１／（最終複合材の予想ＯＴＲ）＝
１／（最終複合材の第１バリア層のＯＴＲ）＝
１／（最終複合材の第Ｎバリア層のＯＴＲ）
Ｃｒａｎｄ、拡散の数学（Ｔｈｅ　Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ
）、第２版、２７６頁、オックスフォード大学出版、ロンドン、１９７５年。
【００１９】
追加の層は酸素透過に対する実質的なバリアを提供しないと考えられたため、実施例にお
いて、予想外の結果を実証する際には、２つの無機層およびポリマーバリア以外による酸
素に対するバリアは全く考慮しなかった。
【００２０】
さらに、多数の層を組み合わせることによって得られる酸素バリア特性は、一般的には下
記の式によって近似した。
【００２１】
ｙ＝０．０１９９１３ｅ＾（－０．１２７８６ｘ）
式中、ｙは、２つのバリア層を組み合わせたときの予想バリアであり、ｘは実測ＯＴＲ／
予想ＯＴＲの比であり、ｅ＾は、括弧内に示される指数でべき乗される２．７１８３であ
る。
【００２２】
図４のグラフは、表３の実施例から得られたＯＴＲデータを使用し、横軸上の実測ＯＴＲ
対予想ＯＴＲの比に対して予想ＯＴＲを縦軸にプロットすることによって得られた。数学
的関係性は、予想外の結果は予想されたバリア値の指数関数で表されることを示す半対数
軸上の直線によって、近似した。２つの変数の間における数学的関係は上式によって規定
される。図４のグラフは、大きなバリア層が構造体内に一緒に組み込まれたときに得られ
る増大した予想外の結果を確認して定量化し、相乗作用因子として、表している。
【００２３】
本発明の全体的な複合フィルム構造体は、酸素透過度が０．８ｃｃ／平方メートル・日・
ａｔｍ（０．０５ｃｃ／１００平方インチ・日・ａｔｍ）以下であり、好ましくは０．６
ｃｃ／平方メートル・日・ａｔｍ（０．０３８ｃｃ／１００平方インチ・日・ａｔｍ）以
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下であり、最も好ましくは０．４ｃｃ／平方メートル・日・ａｔｍ（０．０２５ｃｃ／１
００平方インチ・日・ａｔｍ）以下である２つの無機層を必要とする。好ましい種類の無
機材料は、アルミニウム、ニッケル、銅、スズまたはステンレス鋼などの金属である。他
の無機層材料には二酸化ケイ素または酸化アルミニウムが含まれる。無機層のそれぞれは
、厚さが６００オングストローム以下であり、好ましくは３５０オングストローム以下で
あり、最も好ましくは２３０オングストローム以下である。これらの無機層の薄さのため
に、支持用基材が複合フィルムの形成プロセスにおいて使用される。無機層は、好ましく
は、支持用基材に真空蒸着される。しかし、必要とする厚さを超えなければ、スパッタリ
ング、プラズマエンハンスト化学的蒸着またはレーザーエンハンスト化学的蒸着などの他
の技術を個々の金属層の製造において使用することができる。無機層の必要とされる程度
の薄さにより、従来の箔は、厚過ぎるために使用することができない。
【００２４】
支持体は、無機層に隣接するポリマーバリア層以外であり得る。組立てを容易にするため
に、そしてさらなる望ましい物理的特性を複合フィルムに導入するために、無機層に対し
異なる支持体が一般に用いられる。支持体は、バリア層の一体性を保護するために適切な
物理的特性を有する。そのような物理的特性には、引張り強度、弾性、穴あき耐性および
曲げ割れ耐性が含まれる。好ましい支持体材料には、その大きな引張り強度、伸長に対す
る大きな耐性、および大きな曲げ割れ耐性のために二軸延伸ポリエステルが含まれる。他
の好適な支持体材料には、ポリエチレン、ナイロン、ポリプロピレン、ポリスチレン、セ
ロファン、アセテート、ポリ塩化ビニリデン、エチレンビニルアルコール、ポリビニルア
ルコールおよび非晶質ナイロンが含まれる。
【００２５】
本発明の複合フィルム構造体において、２つの無機層は、無機層を強固に互いに結合させ
るのに役立つ中間の積層した接着剤層によって互いに隔てられている。好適な中間の接着
剤層は、溶媒型のポリエステル、ポリウレタンおよび脂肪族イソシナネートの接着剤を含
む。
【００２６】
本発明の全体的な複合フィルム構造体において、ポリマーバリア層は、無機層の少なくと
も一方と接触していなければならず、あるいは実質的に接触していなければならない。「
実質的に接触」とは、少なくとも１つの無機層とポリマーバリア層との間隔が０．０００
２５ｍｍ（すなわち、０．００００１インチ）以下であることを意味する。そのような間
隔は、複合材の製造を助ける層を含むことを可能にし、あるいは構造体の物理的機能性（
すなわち、光学的または機械的な特性）を改善する層を含むことを可能にする。
【００２７】
バリアポリマー層の接触または実質的な接触は、バリアポリマー層は２つの無機層の中間
に置く必要がないために、無機層の一方の面でのみ生じ得る。しかし、本発明の１つの実
施形態において、バリアポリマーは２つの無機層の間に置くことができ、２つの無機層を
隔て、そして両方の無機層の面を接触させることができる。
【００２８】
接着促進剤またはプライマーなどの表面改変剤を用いて、少なくとも１つの無機層とバリ
ア層との間の接着性を増大させることは本発明の範囲内である。
【００２９】
無機層の一方と接触しているか、または実質的に接触しているポリマーバリア層は、酸素
浸透値（ＯＰＶ）が１．５立方センチメートル×２５ミクロン／平方メートル・日・ａｔ
ｍ以下であり、好ましくは０．５０立方センチメートル×２５ミクロン／平方メートル・
日・ａｔｍ以下であり、より好ましくは０．１６立方センチメートル×２５ミクロン／平
方メートル・日・ａｔｍ以下である。好適なポリマーバリア層には、ポリビニルアルコー
ル、エチレンビニルアルコール、ポリアクリロニトリル、およびそれらの組み合わせが含
まれる。一般に、ポリマーバリア層は、２つの無機層または他のポリマー層の接合を可能
にする接着性を有する。しかし、プライマーまたは接着促進剤もまた、最終的な複合材の
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バリア特性を損なわない場合には、無機層およびポリマー層を接合するために使用するこ
とができる。ポリマーバリア層は、無機層の間に配置された場合、バリア層および前記の
中間接着剤層の両方として作用し得る。
【００３０】
ポリマーバリア層の厚さは、１．５立方センチメートル×２５ミクロン／平方メートル・
日・ａｔｍ以下の必要な浸透係数を提供しなければならない。しかし、ポリマーバリアは
、一般に、０．０１から７５ミクロンの範囲、より好ましくは０．４０から０．８０ミク
ロンの範囲の厚さを有し得る。さらに、本発明の１つの態様において、ポリマーバリア層
は、最終の複合材フィルムを可撓性にするのに十分な可撓性でなければならない。剛直性
または可撓性は、最終的用途、例えば、可撓性または剛直性の断熱パネルに依存する。
【００３１】
本発明のポリマーバリア層は、英国特許ＧＢ第２２１０８９９号においてＲｅｖｅｌｌに
より記載されているポリマーバリアコーティング層とは異なる。このポリマーバリアコー
ティング層は、一方の表面が金属化処理され、薄いポリマーコーティングで上塗りされて
いる。このコーティングは、何らかの固有的なバリア特性を有することは必要とされず、
ポリエステル、ニトロセルロース、アクリル、塩化ビニルまたはポリ塩化ビニリデン、高
温溶融コーティング、押し出し成型コーティングされた熱可塑性樹脂、および硬化システ
ム樹脂などの樹脂に基づく水系、溶媒型または非溶媒型の熱可塑性ラッカーまたはインク
を含んでいる。本発明のポリマーバリア層は、バリア層の選択が本発明の成功に重要であ
るために、Ｒｅｖｅｌｌの開示とは異なる。全体的な複合フィルムの予想外の結果、すな
わち、０．０１２立方センチメートル／平方メートル・日・ａｔｍ以下の酸素透過度が得
られている。これは、Ｒｅｖｅｌｌの教示範囲には含まれない。
【００３２】
本発明の複合フィルムは、優れたバリア特性を有することに加えて、上端を下端表面に熱
溶着することによってパネル構造体の周囲に形成される能力を有し、それにより、真空を
保持し、そして良好な断熱能力をもたらし得る密閉された構造体が得られる。溶着を容易
にするために、複合フィルムの一方の面は、好ましくは、長時間およびパネルの使用条件
のもとで真空および一体性を保持するような一体性を伴って、熱的に自身にヒートシール
され得るポリマーシーラント材の層を有する。好適なシーラント材には、非晶質ポリエス
テル、コポリエステル、ポリエステル混合物、ナイロン、ポリウレタン、ならびにポリエ
チレン、ポリプロピレン、ポリエチレンビニルアルコール、エチレンビニルアセテートコ
ポリマー、イオノマーおよび酸ポリマーを含むポリオレフィン類が含まれる。
【００３３】
本発明を例示するために、下記の実施例が示される。すべての部および百分率は、別途示
されない限り、重量による。
【００３４】
　すべてのＯＴＲ測定は、ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５－８１に従って、２３℃および５０％の
ＲＨにおいて、＋／－０．０００２ｃｃ／ｍ2・日・ａｔｍの感度の「ＭＯＣＯＮ　ＳＵ
ＰＥＲＯＸＴＲＡＮ」を使用して行われた。測定は、１００％酸素をフィルムの一方の面
で７６０ｍｍＨｇ（１ａｔｍ）で使用し、そして１００％窒素をもう一方の面で７６０ｍ
ｍＨｇ（１ａｔｍ）で使用して行われた。複合材フィルムのサンプルサイズは１０４０平
方センチメートル（すなわち、１６０平方インチ）であった。
　以下に、本発明の好ましい態様を示す。
１．　複数の異なる層を含有する複合フィルム構造体であって、
　（ａ）　６００オングストローム以下の厚さを有し、かつ０．８立方センチメートル／
平方メートル・日・ａｔｍ以下の酸素透過度（ＯＴＲ）を有する第１の無機層；
　（ｂ）　６００オングストローム以下の厚さを有し、かつ０．８立方センチメートル／
平方メートル・日・ａｔｍ以下の酸素透過度（ＯＴＲ）を有する第２の無機層；および
　（ｃ）　１．５立方センチメートル×２５ミクロン／平方メートル・日・ａｔｍ以下の
酸素浸透係数（ＯＰＶ）を有するポリマーバリア層、
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を含む複合フィルム構造体であり、
　前記ポリマーバリア層（ｃ）は前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層の少なくとも
一方と接触しているか、または実質的に接触しており、前記第１（ａ）および第２（ｂ）
の無機層は中間の接着剤層によって互いに隔てられ、該複合フィルム構造体の酸素透過度
（ＯＴＲ）は０．０１２立方センチメートル／平方メートル・日・ａｔｍ以下であり、前
記酸素透過度（ＯＴＲ）および酸素浸透係数（ＯＰＶ）は、ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５－８１
に従って、２３℃の温度および５０％の相対湿度において、１００％の酸素を７６０ｍｍ
Ｈｇ（１気圧）のもとで前記フィルムの一方の面で使用し、かつ１００％窒素を７６０ｍ
ｍＨｇ（１気圧）のもとで前記フィルムの反対側の面で使用して測定されたものであるこ
とを特徴とする複合フィルム構造体。
２．　前記ポリマーバリア層（ｃ）は前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層の少なく
とも一方と接触していることを特徴とする１．に記載の複合フィルム構造体。
３．　前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層は金属であることを特徴とする１．に記
載の複合フィルム構造体。
４．　前記金属は、アルミニウム、ニッケル、銅、スズおよびステンレス鋼からなる群か
ら選択されることを特徴とする３．に記載の複合フィルム構造体。
５．　前記金属は真空蒸着されたアルミニウムであることを特徴とする４．に記載の複合
フィルム構造体。
６．　前記ポリマーバリア層は、ポリビニルアルコール、エチレンビニルアルコール、ポ
リアクリロニトリルまたはそれらの組み合わせを含むことを特徴とする１．に記載の複合
フィルム構造体。
７．　前記ポリマーバリア層は０．０１から７５ミクロンの厚さを有することを特徴とす
る２．に記載の複合フィルム構造体。
８．　前記ポリマーバリア層は０．４０から０．８０ミクロンの厚さを有することを特徴
とする７．に記載の複合フィルム構造体。
９．　可撓性であり、かつロールに巻き取ることができることを特徴とする１．に記載の
複合フィルム構造体。
１０．　前記ポリマーバリア層（ｃ）は前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層の間に
配置されることを特徴とする１．に記載の複合フィルム構造体。
１１．　前記ポリマーバリア層（ｃ）は第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層の両方と接
触しているか、または実質的に接触していることを特徴とする１０．に記載の複合フィル
ム構造体。
１２．　前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層は金属であることを特徴とする１１．
に記載の複合フィルム構造体。
１３．　前記金属は真空蒸着されたアルミニウムであることを特徴とする１２．に記載の
複合フィルム構造体。
１４．　前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層のそれぞれは３５０オングストローム
以下の厚さを有することを特徴とする１．に記載の複合フィルム構造体。
１５．　前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層のそれぞれは２３０オングストローム
以下の厚さを有することを特徴とする１４．に記載の複合フィルム構造体。
１６．　１．に記載の複合フィルム構造体を熱的にヒートシールすることによって、真空
を保持し、かつ良好な断熱性を提供し得るように調製されていることを特徴とする真空パ
ネル断熱構造体。
１７．　前記複合フィルム構造体の一方の面がヒートシール性ポリマーシーラントでコー
ティングされていることを特徴とする１６．に記載の真空パネル断熱構造体。
１８．　前記ヒートシール性ポリマーシーラントは、非晶質ポリエステル、コポリエステ
ル、ポリエステル混合物、ナイロン、ポリウレタンおよびポリオレフィンからなる群から
選択されることを特徴とする１７．に記載の真空パネル断熱構造体。
１９．　前記第１（ａ）および第２（ｂ）の層は二酸化ケイ素または酸化アルミニウムか
らなることを特徴とする１．に記載の複合フィルム構造体。
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２０．　前記第１（ａ）および第２（ｂ）の無機層は二酸化ケイ素または酸化アルミニウ
ムからなることを特徴とする１１．に記載の複合フィルム構造体。
【００３５】
（用語）
「フィルムＡ」は、一方の面にアルミニウムで真空金属化処理（２．８の光学濃度）され
、そして非金属化処理面に１．６ｇ／ｍ2のコーティング重量でポリ塩化ビニリデンコポ
リマーが溶媒コーティングされたＭｙｌａｒ（登録商標）の二軸延伸ポリエステルフィル
ムである。
【００３６】
「フィルムＣ」は、一方の面にアルミニウムで真空金属化処理（２．８の光学濃度）され
、そしてアルミニウム金属化処理層にポリ塩化ビニリデンコポリマーが１．８ｇ／ｍ2の
コーティング重量で溶媒コーティングされたＭｙｌａｒ（登録商標）の二軸延伸ポリエス
テルフィルムである。
【００３７】
「フィルムＤ」は、ポリビニルアルコールが０．５から１．０ｇ／ｍ2のコーティング重
量でコーティングされ、そしてポリビニルアルコールコーティングの上にアルミニウムで
真空金属化処理（２．８の光学濃度）されたＭｙｌａｒ（登録商標）の二軸延伸ポリエス
テルフィルムである。
【００３８】
「フィルムＥ」は、フィルムの非金属化処理面に１０ｇ／ｍ2の溶媒コーティングされた
非晶質コポリエステルを有する「フィルムＤ」である。
【００３９】
（「フィルムＡ」および「フィルムＣ」に使用されたポリマーコーティング組成）
・コポリマー（＞８０％）　　　塩化ビニリデン／塩化ビニル
メタクリル酸メチル
アクリロニトリル
・フィラー（＜１０％）　　　　タルクおよびワックス
・抗ブロッキング剤（＜５％）　グリセロールモノステアラート
・加工助剤（＜１０％）　　　　ポリ（テレフタル酸／イソフタル酸
／エチレングリコール）
【００４０】
（「フィルムＥ」に使用されたシーラントコーティング）
・コポリマー（コポリマーの混合物は全体の８１．８％であった）
ポリ（テレフタル酸／アゼレイン酸／エチレングリコール）
ポリ（テレフタル酸／セバシン酸／エチレングリコール）
ポリ（テレフタル酸／イソフタル酸／エチレングリコール
・抗ブロッキング剤　　＜２０％　エルカアミド、ビスオレアミドおよび
オレアミド
・タルク　　　　　　　＜５％　　ケイ酸マグネシウム
【００４１】
実施例１から３に関する様々な構造体物において、金属の必須な無機層およびポリマーバ
リア層に加えて、さらなる層を、サンプル製造を容易にするために用いた。熱または接着
剤による積層化技術を使用したが、他の技術および組み合わせも使用できる。
【００４２】
（実施例１）
「フィルムＣ」を、熱蒸発プロセスを使用して、Ｍｙｌａｒ（登録商標）ＬＢポリエステ
ルフィルムの一方の面をアルミニウム金属化処理することによって調製した。一巻きのフ
ィルムを真空チャンバーに入れ、チャンバー内で、フィルムを解き、冷たい方のフィルム
面に気化させたアルミニウムに曝して堆積させた。ポリ塩化ビニリデンコポリマーコーテ
ィングを溶媒コーティングによって前記金属化処理面に塗布した。次いで、フィルムを熱
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的に積層化して第２のフィルムにした。「フィルムＥ」を下記のように調製した。
【００４３】
ポリエチレンイミンプライマー（水溶液）が逆グラビアコーティング技術を用いて最初に
塗布される２層連続コーティングプロセスによって、ポリビニルアルコールコーティング
のポリエステルフィルムを作製した。ポリエチレンイミン溶液は、ろ過水で希釈すること
によって、１％固体分で作製された。プライマーを乾燥して、０．０２から０．２ｇ／ｍ
2のポリエチレンイミンのコーティング重量が得られた。次いで、プライマー処理したポ
リエステルフィルムにポリビニルアルコールを第２のコーター部で上塗りした。９５～９
８℃の湯を使用し、そして蒸気を散布して乾燥ポリビニルアルコールを１０％溶液に希釈
し、コーティング浴を作製した。冷却後、コーティングを、逆グラビアコーティング技術
を使用して塗布した。コーティング速度は約５００フィート／分（１６０メートル／分）
であった。ポリビニルアルコールのコーティングを乾燥して、コーティング重量が０．５
から１．０ｇ／ｍ2であるポリビニルアルコール層が得られた。次いで、生成物を、上記
のように、ポリビニルアルコール面でアルミニウム真空金属化処理して、「フィルムＤ」
の製造を完了させた。「フィルムＥ」として示される生成物を作製するために、「フィル
ムＤ」は、非金属化処理面に、テトラヒドロフランにおける１７％の固体分のコポリエス
テル溶液がコーティングされた。コーティングを約７００フィート／分（２２５メートル
／分）で逆定量コーティングにより塗布し、コーティングを乾燥して、コーティング重量
が１０ｇ／ｍ2のコポリエステルコーティングを得た。
【００４４】
「フィルムＥ」を、「フィルムＣ」にポリ塩化ビニリデンコポリマーコーティングを介し
て、金属面に対して「フィルムＣ」の金属面に熱的に積層化した。
【００４５】
実施例１において、ＯＰＶが＜０．１６ｃｃ×２５ミクロン／ｍ2・日・ａｔｍであるポ
リビニルアルコールコーティング層が金属化処理層と接触している。第２の金属化処理層
はポリ塩化ビニリデンコポリマーのコーティングを有する。コポリエステルコーティング
を、包み込み用ポーチにするためのシーラント層として、底部に加えた。実施例１は、異
なるバリア特性の２つのフィルム層を組み合わせたときでさえも、０．００６６７ｃｃ／
ｍ2・日・ａｔｍの予想計算値よりも１０．７倍良好である０．０００６２ｃｃ／ｍ2・日
・ａｔｍと測定された予想外の低い実測ＯＴＲを示している。
【００４６】
（実施例２）
実施例２は、「フィルムＡ」を「フィルムＥ」に各フィルムの金属面が向き合うように接
着した２層接着積層物であり、中間の積層した接着剤層の使用を例示する。
【００４７】
実施例２では、かなりバリア特性が異なるフィルムの組み合わせもまた予想外の相関比率
に従うことが示される。実施例１の場合のように、ＯＰＶが＜０．１６ｃｃ×２５ミクロ
ン／ｍ2・日・ａｔｍであるポリビニルアルコールコーティングが金属化処理層と接触し
ている。しかし、実施例１とは異なり、第２の金属化処理層はバリアコーティングを有し
ておらず、したがって、低下したバリア特性を有する層として作用する。コポリエステル
コーティングを底部に再度加えた。これは、包み込み用ポーチにするためのシーラント層
として作用する。この積層物の実測ＯＴＲは０．００１０９ｃｃ／ｍ2・日・ａｔｍであ
り、０．００７６０ｃｃ／ｍ2・日・ａｔｍの予想計算値の７倍を超えている。
【００４８】
（実施例３）
実施例３を、実施例１の記載に従って、中間の積層した接着剤を使用して、２つの「フィ
ルムＤ」フィルムを各フィルムの金属面が向き合うように一緒に接着して積層することに
よって作製した。
【００４９】
実施例３は、さらにより大きなバリア特性のフィルムを組み合わせ、そしてより大きな相
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乗作用効果さえも得て、それによって、優れたバリア特性が得られることを明らかにして
いる。実施例３は、それぞれがポリビニルアルコールコーティングの二軸延伸ポリエステ
ルフィルムよって支持された金属層を有する２つの同一フィルムの接着剤積層体である。
この複合フィルムにはシーラント層は存在していない。この複合フィルムは、前記積層体
のバリア特性を示しており、そして前記真空断熱パネル用途用のポーチを作製するために
は使用されなかった。この積層体の実測ＯＴＲは０．０００３１ｃｃ／ｍ2・日・ａｔｍ
であり、０．００３８８ｃｃ／ｍ2・日・ａｔｍの予想計算値の１２倍を超えている。
【００５０】
（実施例における予想外の結果に関する考察）
表１には、本発明による様々なフィルムおよびフィルムの様々な積層物の厚さおよび酸素
透過度（ＯＴＲ）が示されている。
【００５１】
【表１】

【００５２】
ＯＴＲの測定は、ＡＳＴＭ　Ｄ３９８５－８１を使用して、２３℃および５０％ＲＨで、
＋／－０．０００２ｃｃ／ｍ2・日・ａｔｍの感度の「ＭＯＣＯＮ　ＳＵＰＥＲＯＸＴＲ
ＡＮ」を使用して行われた。
*　文献から得られたＯＴＲデータ
【００５３】
実施例１から３の予想外の性能（表１）は、予想されたバリア特性、すなわち、下記の式
に従って標準的な工業的方法により各サンプルについて計算されるＯＴＲを上回る改善を
例示している。
【００５４】
１／（予想0TR）＝１／（フィルムSのOTR）＋１／（フィルムTのOTR）
【００５５】
【表２】
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【００５６】
*　文献から得られたＯＴＲデータ
【００５７】
表３は、実施例１、２および３の複合材の実測ＯＴＲで除された予想ＯＴＲの計算された
予想外の効果比とともに表１および２の組み合わせたデータをまとめている。これらのデ
ータは図４にプロットされ、下記の式により規定される：
ｙ＝０．１９９１３ｅ＾（－０．１２７９Ｘ）
（式中、ｙは、２つのバリア層を組み合わせたときに予想されるバリアであり；ｘは実測
ＯＴＲ／予想ＯＴＲの比である）。
Ｒ＝０．９６４の回帰係数は、予想外の比の強い相関を示している。
【００５８】
【表３】

【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例１の複合フィルム構造体を形成する層を示す図である。
【図２】　実施例２の複合フィルム構造体を形成する層を示す図である。
【図３】　実施例３の複合フィルム構造体を形成する層を示す図である。
【図４】　予想酸素透過度で除された実測酸素透過度に対する予想酸素透過度のグラフで
ある。
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